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児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶
養
手
当
を

受
給
し
て
い
る
皆
さ
ん
へ

「
現
況
届
」
と
「
所
得
状
況
届
」
を

お
忘
れ
な
く
!!

　　◆ 住民課 住民年金係 お知らせ

◆ 健康福祉課　高齢者・女性係 お知らせ

敬
老
祝
金
が
支
給
さ
れ
ま
す

　

桂
川
町
で
は
、
敬
老
の
意
を
表
し
、
長
寿
を
祝
福
す
る

た
め
「
敬
老
祝
金
」
を
支
給
い
た
し
ま
す
。

　

な
お
、
対
象
者
の
方
に
は
、
８
月
下
旬
に
ご
案
内
の
ハ

ガ
キ
を
送
付
い
た
し
ま
す
。

　

指
定
日
に
来
ら
れ
な
い
方
は
、
９
月
10
日
（
水
）
か
ら

９
月
30
日
（
火
）
ま
で
に
、
健
康
福
祉
課 

高
齢
者
・
女

性
係
で
受
給
し
て
く
だ
さ
い
。

日　

時　

９
月
10
日
（
水
）
～
12
日
（
金
）

　
　
　
　

９
時
～
16
時
30
分

場　

所　

総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
「
ひ
ま
わ
り
の
里
」

支
給
対
象
者

　

70
歳
（
昭
和
13
年
４
月
１
日
～
昭
和
14
年
3
月
31
日
生
）

　

77
歳
（
昭
和
６
年
４
月
１
日
～
昭
和
７
年
3
月
31
日
生
）

　

88
歳
（
大
正
９
年
４
月
１
日
～
大
正
10
年
3
月
31
日
生
）

　

99
歳
（
明
治
42
年
４
月
１
日
～
明
治
43
年
3
月
31
日
生
）

持
参
品　

印
鑑
、
通
知
ハ
ガ
キ

問
合
先　

健
康
福
祉
課　

高
齢
者
・
女
性
係

　

☎
６
５
・
０
０
０
１

　

児
童
扶
養
手
当
や
特
別
児
童
扶
養
手
当
を
受

け
て
い
る
人
は
、「
現
況
届
」
と
「
所
得
状
況
届
」

を
提
出
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

該
当
者
に
は
、
別
途
通
知
い
た
し
ま
す
。

受
付
期
間

● 

児
童
扶
養
手
当

　

８
月
１
日
（
金
）
～
８
月
29
日
（
金
）
ま
で

● 

特
別
児
童
扶
養
手
当

　

８
月
11
日
（
月
）
～
９
月
10
日
（
水
）
ま
で

提
出
・
問
合
先　

住
民
年
金
係
（
2
番
窓
口
）

　

☎
６
５
・
３
３
０
１

　　◆ 健康福祉課　福祉係 お知らせ

追
悼
の
誠
を
捧
げ
ま
す

桂
川
町
戦
没
者
追
悼
式

　

先
の
大
戦
に
お
け
る
戦
没

者
及
び
一
般
戦
災
死
没
者
の

方
々
に
追
悼
の
誠
を
捧
げ
、
恒

久
平
和
を
祈
念
す
る
「
戦
没
者
追
悼
式
」
を
開

催
し
ま
す
の
で
、
関
係
者
の
皆
様
は
ご
出
席
く

だ
さ
い
。

日　

時　

８
月
31
日
（
日
）
10
時
30
分
開
式

（
10
時
～
受
付
）

場　

所　

住
民
セ
ン
タ
ー

問
合
先　

健
康
福
祉
課　

福
祉
係

　

☎
６
５
・
０
０
０
１

　　◆ 健康福祉課　福祉係 お知らせ

障
害
の
あ
る
方
を
対
象
と
し
た

Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
受
信
料
の

　
　
　
　
　

免
除
基
準
が
変
わ
り
ま
す

　

平
成
20
年
10
月
１
日
か
ら
免
除
基
準
が
次

の
と
お
り
変
わ
り
ま
す
。

【
全
額
免
除
】

○
「
身
体
障
害
者
」「
知
的
障
害
者
」「
精
神

障
害
者
」
が
世
帯
構
成
員
で
あ
り
、
世
帯

全
員
が
市
町
村
民
税
（
住
民
税
）
非
課
税

の
場
合

※
従
来
の
「
身
体
障
害
者
」「
重
度
の
知

的
障
害
者
」
か
ら
対
象
を
拡
大
し
ま
す
。

※
生
活
状
態
の
条
件
を
「
市
町
村
民
税
非

課
税
」
に
統
一
し
ま
す
。

【
半
額
免
除
】

○
視
覚
・
聴
覚
障
害
者
が
世
帯
主
の
場
合

※
視
覚
・
聴
覚
障
害
者
の
免
除
基
準
の
変

更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

○
重
度
の
障
害
者
（
身
体
障
害
者
、
知
的
障

害
者
、
精
神
障
害
者
）
が
世
帯
主
の
場
合

※
従
来
の
「
重
度
の
し
体
不
自
由
者
」
か

ら
対
象
を
拡
大
し
ま
す
。

問
合
先　

　

Ｎ
Ｈ
Ｋ
視
聴
者
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
５
７
０
・
０
７
７
・
０
７
７

　

健
康
福
祉
課　

福
祉
係

　

☎
６
５
・
０
０
０
１

　　◆ 健康福祉課　健康づくり係 お知らせ

平
成
20
年
度
赤
ち
ゃ
ん
訪
問

　

現
在
桂
川
町
で
は
、
出
産
さ
れ
た
お
宅
に

赤
ち
ゃ
ん
訪
問
を
お
こ
な
っ
て
い
ま

す
。
出
生
届
の
確
認
後
、
助
産
師
が

一
度
お
電
話
を
い
た
し
ま
す
。

　

電
話
が
か
か
る
前
に
何
か
心
配
な

こ
と
が
あ
れ
ば
、
い
つ
で
も
お
電
話
く
だ

さ
い
。

問
合
先　

健
康
福
祉
課　

健
康
づ
く
り
係

　

☎
６
５
・
０
０
０
１
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